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中部学院大学大学院学則

第１章 総 則

(目 的)

第１条 本大学院は、教育基本法及び学校教育法に基づき、キリスト教を教育の

基盤として学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥をきわめて文化の進展

と人類の福祉に寄与することを目的とする。

(名称及び所在地)

第２条 本大学院は、中部学院大学大学院と称する。

２ 本大学院の所在地は、岐阜県関市桐ヶ丘二丁目１番地とする。

(自己評価等)

第３条 本大学院は、その教育研究水準の向上を図り、本大学院の目的及び社会

的使命を達成するため、教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行

う。

２ 前項の点検、評価に関する規程は、別に定める。

(教育内容等の改善のための組織的研修等)

第３条の２ 本大学院は、授業及び研究指導の内容並びに方法の改善を図るため

組織的な研修及び研究の実施に努めるものとする。

２ 前項に関する規程は、別に定める。

(大学院)

第４条 本大学院に、修士課程及び博士課程(後期)(以下「博士課程」という。)

を置く。

(課程の目的)

第５条 修士課程は、学部の教育の基礎の上に広い視野に立って、精深な学識を

授け、専攻分野における研究能力又は、高度の専門性を要する職業等に必要な

高度の専門的な研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とす

る。

２ 博士課程は、専攻分野について研究者として自立して研究活動を行い、又は

その他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎

となる豊かな学識を養うことを目的とする。

(研究科及び専攻)

第６条 本大学院に、次の研究科及び専攻を置く。各研究科及び専攻の教育研究

上の目的については、次の各号に掲げるとおりとする。

(１)人間福祉学研究科 人間福祉学専攻 修士課程

社会福祉学及びその関係領域に関する高度な専門知識と見識、その技術

を養うとともに、社会福祉及び関係領域の専門職業人の養成並びに教育研

究者の養成を行うことを目的とする。

(２)人間福祉学研究科 人間福祉学専攻 博士課程（後期）

社会福祉学及び関係領域の修士課程あるいは、博士課程（前期）等で養

った研究能力を基礎として、専門的な研究指導のもと、さらに学識と見識

を深め、社会福祉学及び関係領域の高度な専門職業人の養成並びに教育研

究者の養成を行うことを目的とする。

(収容定員)

第７条 本大学院研究科の収容定員は、次のとおりとする。
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研 究 科 専 攻 課 程 入学定員 収容定員

修士課程 ５名 １０名

人間福祉学研究科 人間福祉学

博士課程 ３名 ９名

(修業年限及び在学年限)

第８条 本大学院の標準修業年限は、修士課程にあっては２年とし、博士課程に

あっては、３年とする。ただし、修士課程にあっては４年、博士課程にあって

は、６年を越えて在学することはできない。

第２章 学年、学期、授業日数及び休業日

(学 年)

第９条 本大学院の学年、学期、授業日数及び休業日は、本大学学則第６条から

第９条までの規定を準用する。ただし、１０月に入学した者の学年は１０月１

日に始まり、翌年９月３０日に終わる。

第３章 教育課程及び履修方法等

(授業及び学位論文)

第１０条 本大学院の教育は、授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指

導(以下「研究指導」という。)によって行うものとする。

２ 研究科の授業科目は、専門科目及び特別研究指導科目に分ける。

（授業及び研究指導）

第１０条の２ 本大学院の課程においては、教育上特別の必要があると認められ

る場合には、夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う

等の適当な方法により教育を行うことができる。

(授業科目及び単位)

第１１条 授業科目及び単位数は、別表第１のとおりとする。

２ 特別の必要がある場合は、臨時に授業科目を増設することがある。

３ 授業科目の単位の計算方法は、本大学学則第１５条の規定を準用する。

４ 前項の規定にかかわらず、特別研究指導ⅠＡ、特別研究指導ⅠＢ、特別研究

指導ⅡＡ、特別研究指導ⅡＢ、人間福祉学特殊研究ⅠＡ、人間福祉学特殊研究

ⅠＢ、人間福祉学特殊研究ⅡＡ、人間福祉学特殊研究ⅡＢ、人間福祉学特殊研

究ⅢＡ及び人間福祉学特殊研究ⅢＢの授業については、これらに必要な学修等

を考慮して、単位を定めることができる。

(履修登録)

第１２条 学生は、履修しようとする授業科目を毎学年初めの所定の期日までに

登録しなければならない。

(履修方法)

第１３条 履修方法は、別に定める。

第４章 試験 、修了及び学位

(単位の授与)

第１４条 授業科目を履修し、その試験に合格した者又は研究報告等により学習

を評価した者には、所定の単位を与える。
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２ 前項の規定は、学生が外国の大学院に留学する場合に準用する。

(試 験)

第１５条 授業科目の試験は、所定の授業科目を履修した者に対し、研究科会議

が定める方法により、適当と認められる時期に行う。

２ やむを得ない理由で、前項に定める試験を受けることができなかった者は、

研究科会議の承認を得て追試験を受けることができる。

３ 試験の評価はＳ、Ａ、Ｂ、Ｃ及びＤとし、Ｓ、Ａ、Ｂ及びＣを合格とする。

(他の大学院における授業科目の履修)

第１６条 教育上有益と認めるときは、他の大学院において履修した授業科目に

ついて修得した単位を１０単位を超えない範囲内で本大学院における授業科目

の履修により修得したものとみなすことができる。

２ 前項の場合において教育上有益と認めるときは、他の大学院の授業科目を指

定して学生に当該大学院の授業科目を履修させることができる。

(入学前の既修得単位の認定)

第１７条 教育上有益と認めるときは、本大学院に入学した学生が本大学院に入

学する前に大学院において学修及び修得した単位を、本大学院に入学した後の

本大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

２ 前項により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、本大

学院において修得した単位以外のものについては第１６条第１項及び第２項に

より本大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて１０単位を越え

ないものとする。

(修士課程の修了要件)

第１８条 修士課程の修了の要件は、本大学院に２年以上在学し、別表第２で定

める修了に必要な最低修得単位数を修得し、かつ必要な研究指導を受けたうえ、

課程の目的に応じ、修士学位申請論文又は特定の課題についての研究の成果を

提出しその審査及び最終試験に合格することとする。

２ 前項の規定にかかわらず特に優れた研究業績を上げた者の在学期間は、本大

学院に１年以上在学すれば足りるものとする。

(博士課程の修了要件)

第１８条の２ 博士課程の修了の要件は、本大学院に３年以上在学し、別表第２

で定める修了に必要な最低修得単位数を修得し、かつ必要な研究指導を受けた

うえ、博士学位申請論文を提出しその審査及び最終試験に合格することとする。

２ 前項の規定にかかわらず特に優れた研究業績を上げた者の在学期間は、博士

課程に１年以上在学すれば足りるものとする。

(課程修了の認定)

第１９条 課程修了の認定は、研究科会議の議を経て、学長が行う。

(学 位)

第２０条 本大学院の課程を修了した者は、本学学位規則に基づき次の学位を授

与する。

研 究 科 専 攻 課 程 学位の称号

修士課程 修士(人間福祉学)

人間福祉学研究科 人間福祉学専攻

博士課程 博士(人間福祉学)
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第４章の２ 長期履修学生

（長期履修学生）

第２０条の２ 本大学院修士課程に入学を志願する者であって、第８条に定める

標準修業年限をこえて一定の期間にわたり計画的に授業科目を履修し、修了す

ること希望する場合は、選考のうえ、長期履修学生として入学を許可する。

２ 長期履修学生に関する必要な事項は、別に定める。

第５章 入学、転入学及び再入学

(入学時期)

第２１条 入学の時期は、毎年４月とする。ただし、教育上支障がない場合にお

いて学長が１０月に入学を認めることがある。

(入学資格)

第２２条 修士課程に入学を志望することのできる者は、次の各号の一に該当す

るものでなければならない。

(1) 大学を卒業した者

(2) 学校教育法第１０４条第７項の規定により学士の学位を授与された者

(3) 外国において、学校教育における１６年の課程を修了した者

(4) 文部科学大臣の指定した者

(5) 大学に３年以上在学し、又は、外国において学校教育における１５年の課

程を修了し、所定の単位を優れた成績をもって修得したものと本大学院が認

めた者

(6) 本大学院において個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以

上の学力があると認めた者で２２歳に達した者

(7) その他本大学院において、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認

めた者

２ 博士課程に入学を志望することのできる者は、次の各号の一に該当するもの

でなければならない。

(1) 修士の学位を有する者

(2) 外国において修士の学位に相当する学位を授与された者

(3) 文部科学大臣の指定した者

(4) 本大学院において個別の入学資格審査により、修士の学位を有する者と同

等以上の学力があると認めた者で２４歳に達した者

(5) その他本大学院において、修士の学位を有する者と同等以上の学力がある

と認めた者

(入学の出願)

第２３条 本大学院への入学を志願する者は、本大学院所定の手続きを行わなけ

ればならない。

２ 入学に関する手続きは、別に定める

(入学志願者の選考)

第２４条 入学志願者の選考は、試験その他の方法により行う。

２ 入学者の選考の期日及び方法は、その都度定める。

(入学許可及び入学手続き)

第２５条 前条の選考の結果、合格通知を受けた者は、指定の期日までに、所定

の入学手続きをしなければならない。

２ 学長は、前項の入学手続きを完了した者に入学を許可する。
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(改姓等の届出)

第２６条 本人の身分若しくは住所に変更があったときは、直ちに届け出なけれ

ばならない。

(転入学)

第２７条 他の大学院の学生が本大学院に転入学を志願したときは、選考のうえ、

入学を許可することがある。

２ 前項の定めにより入学を許可された者の、既に履修した授業科目及び単位数

並びに在学すべき年数の認定は、研究科会議が行う。

(再入学)

第２８条 本大学院を退学した者が、再入学を願い出た場合は、選考のうえ、再

入学を許可することがある。

(満期退学)

第２８条の２ 本大学院博士課程に３年以上在学して、別表第２で定める修了に

必要な最低修得単位数を修得し、かつ必要な研究指導を受けたうえ、退学する

者の退学を満期退学という。（以下「満期退学」という。）

２ 満期退学した者が、再入学のうえ課程による博士学位申請論文を提出しよう

とする時は、満期退学前の在学期間と再入学後の在学期間を合わせて６年を超

えることはできない。

３ 満期退学した者の再入学の時期は４月又は１０月とする。

第６章 休学、復学、転学、留学、退学等

(休学、復学、転学、留学、退学等)

第２９条 休学、復学、転学、留学、退学及び除籍に関する事項は、本大学学則

第３３条から第３９条までの規定を準用する。この場合において、第３３条２

項条中「、保証人と連署のうえ願い出」とあるのは、「願い出」と、第３４条２

項中「４年」とあるのは「修士課程にあっては２年、博士課程にあっては３年」

と、第３５条中「保証人連署のうえ、学長」とあるのは、「学長」とそれぞれ読

み替えるものとする。

第７章 委託生、研究生、特別聴講生等

(委託生)

第３０条 公共団体又は民間企業等から特定の授業科目について修学を委託され

た者は、選考のうえ、委託生として入学を許可することがある。

(研究生)

第３１条 本大学院の課程を修了した者であって学位を授与された者又は本大学

院においてこれらと同等以上の学力を有すると認められた者で、特定の専門事

項について研究することを志願する者があるときは、選考のうえ、研究生とし

て入学を許可することがある。

(聴講生)

第３２条 本大学院において特定の授業科目を聴講することを志願する者がある

場合には、選考のうえ、聴講生として入学を許可することがある。

(科目等履修生)

第３３条 特定の授業科目について履修を希望する者があるときは、選考のうえ、

科目等履修生としてこれを許可することがある。

２ 科目等履修生は、その履修した科目について試験を受けることができる。試

験に合格した者は授業科目の所定の単位を与える。
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(外国人留学生)

第３４条 第２２条第３号の入学資格を有する外国籍の者で、本邦所在の外国公

館の証明がある者は選考のうえ、外国人留学生として入学を許可することがあ

る。

(委託生等に関する規程)

第３５条 委託生、研究生、聴講生、科目等履修生及び外国人留学生に関する規

程は、別に定める。

第８章 入学検定料及び授業料その他の学納金

(学納金等)

第３６条 入学検定料及び授業料その他の学納金は、別表第３のとおりとする。

２ 前項の学納金のほか、資格取得のための履修料及び演習費等を別に徴収する

ことがある。

３ 授業料その他所定の学納金は、前期と後期の２期に分け、４月及び１０月に

納入するものとする。

(休学、復学等の場合の学納金)

第３７条 休学、復学等の場合の学納金に関しては、本大学学則第４７条から第

５０条までの規定を準用する。

(委託生等の学納金等)

第３８条 委託生、研究生、聴講生及び科目等履修生の出願料及び授業料その他

の学納金については、別表第４のとおりとする。

２ 外国人留学生の入学検定料及び授業料その他の学納金は、正規の学生に準ず

るものとする。

３ 委託生の入学検定料及び授業料その他の学納金は、科目等履修生に準ずるも

のとする。

(納付した学納金等)

第３９条 既に納付した入学検定料(出願料含む。以下同じ。)及び授業料その他

の学納金は、事情の如何にか かわらずこれを返還しない。

(学納金等納入に関する取扱い)

第４０条 この学則に定めるもののほか、入学検定料及び授業料その他の学納金

の納入に関する取扱いについては、別に定める。

(奨学生)

第４１条 学業優秀な者及びその他特別の理由がある者に対して、奨学生として

認めることができる。

２ 奨学生に関する規程は、別に定める。

第９章 職員及び研究科会議

(職員)

第４２条 本大学院における授業及び研究指導は、本大学の教授、准教授、講師、

助教又は学外教員がこれを担当することができる。

(研究科会議)

第４３条 本大学院研究科に、研究科会議を置く。

２ 研究科会議は、修士課程、博士課程、両課程の研究指導を行う教授、准教授、

講師、助教をもって構成する。

３ 研究科会議は、研究科長が招集し、その議長となる。

４ 研究科長は必要に応じ、研究科会議に、修士課程担当の教授、准教授、講師、
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助教又はその他の職員を出席させることができる。

(審議事項)

第４４条 研究科会議は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意

見を述べるものとする。

(1) 学生の入学及び課程の修了

(2) 学位の授与

(3）前２号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、学長が研究

科会議の意見を聴くことが必要であると認めるもの。

２ 研究科会議の運営に関する規程は、別に定める。

(その他委員会)

第４５条 本大学院に必要に応じてに常設の委員会及び臨時の委員会を置くこと

ができる。

第４６条 大学院の事務を処理をするため、職員を置く。

第１０章 図書館及び付置研究施設

(図書館等)

第４７条 本大学院学生は、その研究目的を達成するために、本大学の図書館及

び総合研究センター利用することができる。

(厚生保健施設等の利用)

第４８条 本大学院学生は、本大学の厚生施設等を利用することができる。

第１１章 賞 罰

(表 彰)

第４９条 表彰及び懲戒に関する事項は、本大学学則第６１条及び第６２条の規

定を準用する。

第１２章 補 則

(補 則)

第５０条 この学則の施行に関し、必要な事項は、別に定める。

附 則 [2001年1月17日理事会議決]

この学則は、2001年1月17日より施行する。

附 則 [2002年3月28日理事会議決]

この学則は、2002年4月1日より施行する。

附 則 [2003年1月21日理事会議決]

この学則は、2003年1月21日より施行する。

附 則 [2003年3月18日理事会議決]

この学則は、2003年4月1日より施行する。

附 則 [2004年3月17日理事会議決]

この学則は、2004年3月17日より施行し、2004年度入学生より適用する。

附 則 [2004年9月22日理事会議決]

この学則は、2004年9月22日から施行する。
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附 則 [2004年12月20日理事会議決]

この学則は、2004年12月20日から施行する。

附 則 [2005年3月17日理事会議決]

この学則は、2005年4月1日から施行する。

附 則 [2006年3月15日理事会議決]

この学則は、2006年4月1日から施行する。

附 則 [2006年9月26日理事会議決]

この学則は、2007年4月1日から施行する。

附 則 [2007年3月19日理事会議決]

この学則は、2007年4月1日から施行する。

附 則 [2008年3月19日理事会議決]

この学則は、2008年4月1日から施行する。

附 則 [2009年12月16日理事会議決]

この学則は、2010年4月1日から施行し、第10条の2の規定は2003年度入学生より

適用する。

附 則 [2010年3月15日理事会議決]

この学則は、2010年4月1日から施行する。

附 則 [2010年9月30日理事会議決]

この学則は、2010年9月30日から施行し、2011年度受験生から適用する。

附 則 [2010年12月15日理事会議決]

この学則は、2011年4月1日から施行し、改正後の第28条の2の規定は2003年度入

学生より適用する。

附 則 [2012年3月12日理事会議決]

この学則は、2012年4月1日から施行する。

附 則 [2013年3月11日理事会議決]

１ この学則は、2013年4月1日から施行する。

２ 中部学院大学学位規則（2001年4月1日施行）の一部を次のように改正する。

第6条、第7条、第8条、第12条、第13条、第14条、第15条、第19条及び第21条

中「研究科委員会」を「研究科会議」に改める。

３ 中部学院大学学位規則細則（2005年4月1日施行）の一部を次のように改正す

る。

第5条から第10条までの規定中「研究科委員会」を「研究科会議」に改める。

４ 中部学院大学大学院研究科会議運営規程（2001年4月1日施行）の一部を次の

ように改正する。

題名及び第1条から第8条までの規定中「研究科委員会」を「研究科会議」に

改める。

５ 中部学院大学大学院入学者選抜規程（2001年1月17日施行）の一部を次のよう

に改正する。

第3条及び第4条中「研究科委員会」を「研究科会議」に改める。

６ 中部学院大学大学院長期履修学生規程（2004年3月17日施行）の一部を次のよ

うに改正する。

第3条及び第6条中「研究科委員会」を「研究科会議」に改める。

７ 中部学院大学大学院科目等履修生規程（2001年4月1日施行）の一部を次のよ

うに改正する。

第6条及び第9条中「研究科委員会」を「研究科会議」に改める。

８ 中部学院大学大学院聴講生規程（2001年4月1日施行）の一部を次のように改
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正する。

第5条中「研究科委員会」を「研究科会議」に改める。

９ 中部学院大学大学院研究生規程（2001年4月1日施行）の一部を次のように改

正する。

第5条中「研究科委員会」を「研究科会議」に改める。

附 則 [2013年9月25日理事会議決]

この学則は、2014年4月1日から施行する。ただし、第20条、第22条及び第44条

を改正する規定は2013年9月25日から施行し、2013年4月1日から適用する。

附 則 [2015年3月16日理事会議決]

この学則は、2015年4月1日から施行する。

附 則 [2015年9月30日理事会議決]

この学則は、2016年4月1日から施行し、2016年度入学生から適用する。

附 則 [2015年3月16日理事会議決]

この学則は、2015年4月1日から施行する。

附 則 [2016年12月13日理事会議決]

この学則は、2017年4月1日から施行する。

附 則 [2017年3月15日理事会議決]

この学則は、2017年4月1日から施行する。

附 則 [2019年3月12日理事会議決]

この学則は、2019年4月1日から施行し、2019年度入学生から適用する。

附 則 [2021年3月17日理事会議決]

この学則は、2021年4月1日から施行する。

附 則 [2022年12月13日理事会議決]

この学則は、2023年4月1日から施行する。ただし、第28条の2第2項を改正する

規定は、2022年12月13日から施行し、2014年度入学生から適用する。
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別表第１

(１)人間福祉学研究科(修士課程)授業科目

単位数

科目群 授 業 科 目 備考

必修 選択

専 人間福祉学総合研究 ２

人間福祉学研究ⅠＡ ２

人間福祉学研究ⅠＢ ２

門 人間福祉学研究ⅡＡ ２

人間福祉学研究ⅡＢ ２

人間福祉学特講ⅠＡ ２

科 人間福祉学特講ⅠＢ ２

人間福祉学特講ⅠＣ ２

人間福祉学特講ⅠＤ ２

目 人間福祉学特講ⅠＥ ２

人間福祉学特講ⅠＦ ２

人間福祉学特講ⅠＧ ２

人間福祉学特講ⅠＨ ２

人間福祉学特講ⅡＡ ２

人間福祉学特講ⅡＢ ２

人間福祉学特講ⅡＣ ２

人間福祉学特講ⅡＤ ２

人間福祉学特講ⅡＥ ２

人間福祉学特講ⅡＦ ２

人間福祉学特講ⅡＧ ２

人間福祉学特講ⅡＨ ２

特 特別研究指導ⅠＡ ２

別 特別研究指導ⅠＢ ２

研 特別研究指導ⅡＡ ２

究 特別研究指導ⅡＢ ２

指

導

科

目
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(２)人間福祉学研究科(博士課程)授業科目

単位数

授 業 科 目 備考

必修 選択

人間福祉学特殊講義Ａ ２ 講義

人間福祉学特殊講義Ｂ ２ 講義

人間福祉学特殊研究ⅠＡ ２ 演習

人間福祉学特殊研究ⅠＢ ２ 演習

人間福祉学特殊研究ⅡＡ ２ 演習

人間福祉学特殊研究ⅡＢ ２ 演習

人間福祉学特殊研究ⅢＡ ２ 演習

人間福祉学特殊研究ⅢＢ ２ 演習

別表第２ 修了に必要な最低修得単位数

研究科・専攻 科目群 卒業要件単位

専門科目 ２２単位以上

人間福祉学研究科

人間福祉学専攻 特別研究指導科目 ８単位

修士課程

合 計 ３０単位以上

人間福祉学特殊講義Ａ ２単位

人間福祉学研究科

人間福祉学専攻 人間福祉学特殊講義Ｂ ２単位

博士課程

程 人間福祉学特殊研究ⅠＡ ２単位

人間福祉学特殊研究ⅠＢ ２単位

人間福祉学特殊研究ⅡＡ ２単位

人間福祉学特殊研究ⅡＢ ２単位
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人間福祉学特殊研究ⅢＡ ２単位

人間福祉学特殊研究ⅢＢ ２単位

合 計 １６単位必修

別表第３ 学 納 金 等

入 学 検 定 料 ３０，０００円

入 学 金 (入学時) ２００，０００円

授 業 料 (年 額) ５００，０００円

施 設 設 備 資 金 (年 額) １００，０００円

教 育 充 実 費 (年 額) １００，０００円

別表第４ 研究生、聴講生、科目等履修生の学納金等

研 出 願 料 １０，０００円

究 入 学 金 １５，０００円

生 研 究 料 (年) ３６，０００円

聴 出 願 料 １０，０００円

講 入 学 金 １５，０００円

生 聴 講 料 (１単位) (講義) ５，０００円

科 出 願 料 １０，０００円

目

等 入 学 金 ２０，０００円

履

修 科 目 等 履 修 料 (１単位) (講義)１０，０００円

生

演 習 費 (１単位) １５，０００円


